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今治市人事行政の運営等の状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の２及び今治市人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例（平成１７年今治市条例第３１３号）に基づき、今治市の人事行政の運営等の

状況をお知らせします。
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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

（１）職員の採用の状況 

平成１９年４月に新たに採用した職員数は２３人です。職種別、性別内訳は以下のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 一般事務 土木 保健師 消防 

男 性 ８ ２ ０ ８ 

女 性 ３ ０ ２ ０ 

合 計 １１ ２ ２ ８ 

 

 

（２）職員の退職の状況 

  今治市職員の定年等に関する条例で定められている職員の定年は、年齢６０歳（診療所医師

は７０歳）で、定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職することとしています。

平成１８年度中における退職者数は、定年による退職者と、勧奨や自己都合・死亡等による定

年前の退職者を合わせて５８人で、内訳は以下のとおりです。 

（単位：人） 

定 年 退 職 ３４ 

定年前退職 ２４ 

合 計 ５８ 
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（３）部門別職員数の状況 

（各年４月１日現在） 

職員数（人）       区分 

 

部門 
平成 1８年 平成 1９年 

対前年 

増減数 

（人） 

議会 １０ １０ ０ 

総務企画 ２７８ ２７５ ▲３ 

税務 ８４ ８２ ▲２ 

民生 ３４９ ３３２ ▲１７ 

衛生 １５５ １５２ ▲３ 

労働 １ １ ０ 

農林水産 ７２ ７０ ▲２ 

商工 ５７ ５３ ▲４ 

土木 １９３ １８９ ▲４ 

一
般
行
政
部
門 

小計 １，１９９ １，１６４ ▲３５ 

教育 １８５ １７８ ▲７ 

消防 ２１３ ２０９ ▲４ 

特
別
行
政
部
門 

小計 ３９８ ３８７ ▲１１ 

水道 ５８ ５９ １ 

交通 １１ １０ ▲１ 

下水道 ４７ ４７ ０ 

その他 ４１ ５２ １１ 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

小計 １５７ １６８ １１ 

合計 １，７５４ １，７１９ ▲３５ 

注 職員数は教育長を含む一般職に属する職員数で、休職者や派遣職員などを含み、 

臨時または非常勤職員を除いています。 
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（４）年齢別職員構成の状況 

（平成１９年４月１日現在） 

20 歳 20 歳 24 歳 28 歳 32 歳 36 歳 40 歳 44 歳 48 歳 52 歳 56 歳 60 歳

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 

区

分 
未満 23 歳 27 歳 31 歳 35 歳 39 歳 43 歳 47 歳 51 歳 55 歳 59 歳 以上

計 

職

員

数 

人 

1 

人 

24 

人 

83 

人 

163 

人 

215 

人 

208 

人 

155 

人 

178 

人 

234 

人 

238 

人 

218 

人 

2 

人 

1,719

※ ６０歳以上が２人となっているのは、診療所医師及び教育長です。 

 

年齢別職員構成比（平成19年4月1日現在）
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40歳～43歳

44歳～47歳

48歳～51歳

52歳～55歳

56歳～59歳

60歳以上

年齢

構成比率（％）

 

※ 今治市では昨年度策定されました「定員適正化計画」に基づき、職員を 5 年後には今より

さらに 100 人削減する予定です。 
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２ 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況（普通会計・決算状況調査より） 

区分 H１７年度 Ａ H１８年度 Ｂ 差（Ｂ－Ａ） 

 

歳出総額 

千円

69,206,138

千円

68,130,137

千円

▲1,076,001

職員給 9,714,932 9,489,456 ▲225,476

歳出総額に対する割合 14.0％ 13.9％ ▲0.1％

 

（２）平成１９年度給与費の状況（普通会計予算） 

給 与 費 
職員数 

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

1 人当たり

平均給与費 

Ｂ／Ａ 

人 

1,563 

千円 

5,989,276 

千円

1,180,082 

千円

2,425,268 

千円 

9,594,626 

千円

6,138 

注１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

３ 普通会計とは、全会計から公営企業会計を除いたものです。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 

（平成１８年４月１日現在） 

今治市 全国市平均 

９０．３ ９７．４ 

注 ラスパイレス指数とは、市職員の学歴別・経験年数別構成等が国と同一であると仮定して

平均給与額を算出し、国家公務員の平均給与額を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を

指数で示したものです。 
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（４）平均給料月額、平均年齢の状況 

                     （平成１９年４月１日現在） 

一般行政職 技能労務職 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 

３３１，５６９円 ４３歳 １１月 ２４９，２８２円 ４９歳 ５月 

注 一般行政職とは、消防、保健師、栄養士、保育士など専門職以外の職員です。 

 

（５）初任給の状況 

（平成１９年４月１日現在） 

今治市 国（Ⅱ種） 

区 分 

初任給 
採用２年経過後の 

給料月額 
初任給 

採用２年経過後の 

給料月額 

大学卒 170,200 円 183,800 円 170,200 円 183,800 円 一般  

行政職 高校卒 138,400 円 148,000 円 138,400 円 148,000 円 

高校卒 135,600 円 145,100 円 135,600 円 145,100 円 技能  

労務職 中学卒 127,700 円 135,600 円 127,700 円 135,600 円 

 

（６）経験年数別、学歴別平均給料月額の状況 

（平成１９年４月１日現在） 

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

大学卒 253,775 円 305,366 円 352,230 円 

一般行政職 

高校卒 212,600 円 254,788 円 271,100 円 

高校卒 ― 206,200 円 237,266 円 

技能労務職 

中学卒 ― ― 
（２１年）

206,200 円 
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（７）期末手当、勤勉手当の状況 

（平成１９年４月１日現在） 

今治市 国 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

３．００月分 １．４５月分 ３．００月分 １．４５月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 ５～２０％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～２０％ 

 

 

（８）退職手当の状況 

（平成１９年４月１日現在） 

今治市 国 
区 分 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分 ２３．５０月分 ３０．５５月分

勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分 ３３．５０月分 ４１．３４月分

勤続３０年 ４１．５０月分 ５０．７０月分 ４１．５０月分 ５０．７０月分

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の   

加算措置 
 

定年前早期退職

特 例 措 置

（４５歳～） 

（12～40％加算）

 

定年前早期退職

特 例 措 置

（５０歳～） 

（2～20％加算）

一人当たり平均 

支給額（18 年度） 
５，５７７千円 ２４，３７２千円

注 退職手当の一人当たり平均支給額は、１８年度に退職した全職員に支給された平均額です。 

   その他の加算措置により退職手当額は一時的に増加していますが、中長期的な視点で見る

と、人件費の抑制につながっています。 
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（９）特殊勤務手当の状況（平成１９年４月１日現在） 

特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事する職員に、その勤務の

特殊性に応じて支給するものです。 

区 分 全職種 

支給実績（１８年度決算） １８，６９４千円

支給職員１人当たりの平均支給年額 ４３，９８５円

職員全体に占める手当支給職員の割合（18 年度） ２４．２％

手当の種類（手当数） ３３

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

徴収手当 
税等外勤して滞納金の徴収及び納入の督励に従

事する職員 
日額 300 円 

滞納処分手当 
税等の差押え又は搬出業務に従事する職員 

(交付要求等書類手続業務を除く。) 
１件 300 円 

防疫手当 
1 類、2 類及び 3 類感染症の防疫作業に従事した

職員 
１件 300 円 

ケースワーカー手当 要保護世帯調査のため外勤した職員 日額 300 円 

死亡人取扱手当 

死体処理に従事した職員 

(ただし、養護老人ホームに勤務する職員にあっ

ては、1 体 1,000 円) 

１体 10,000円 

死亡人取扱手当 
死亡人取扱(疾病による場合を除く。)に従事し

た消防吏員 

１件 1,000 円 

又は 3,000 円 

行旅病人救護手当 行旅病人を救護した職員 １件 1,000 円 

ごみ処理施設内作業手

当 

ごみ処理施設内で整備、修理、運転等作業に従

事した職員 
日額 600 円 

し尿処理施設清掃等手

当 

し尿採取若しくは汚泥除去又はし尿貯留槽内の

点検、清掃若しくは修繕に従事した職員 
日額 300 円 

最終処分場内作業手当 
最終処分場内で整備、修理、運転等作業に従事

した職員 
日額 600 円 
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清掃等作業手当 

ごみ収集、急傾斜法面における除草若しくは清

掃、汚泥除去又は汚水管渠内作業に従事した職

員 

日額 300 円 

犬猫等取扱手当 
犬猫死体処理又は野犬等捕獲作業に従事した職

員 
１件 300 円 

火葬作業手当 死体の火葬に従事した職員 １件 300 円 

非常時海上作業手当 
桟橋昇降等非常時において港湾施設内等で海上

作業を伴う業務に従事した職員 
日額 500 円 

用地交渉手当 
用地買収(補償を含む。)交渉事務に従事した職

員 
日額 200 円 

高所危険手当 
建築現場等で地上10メートル以上の壁面で作業

に従事した職員 
日額 200 円 

高所危険手当 
地上５メートル以上の箇所でタンク等の点検作

業に従事した消防職員 
日額 200 円 

高所作業手当 

地上10メートル以上の屋外で行う消火作業又は

救急救助作業(訓練を含む。)に従事した消防吏

員 

１件 200 円 

高木せん定手当 
樹木のせん定で地上３メートル以上の高所で作

業に従事した職員 
日額 200 円 

消毒手当 樹木等の消毒作業に従事した職員 日額 500 円 

深夜呼出勤務手当 
深夜(22 時～５時)に召集され、緊急業務に従事

した職員 
１件 1,000 円 

深夜呼出勤務手当 

深夜(22 時～５時)に召集され、緊急業務に従事

した消防吏員(時間外勤務手当を支給される消

防吏員を除く。) 

１件 1,000 円 

変則勤務手当 
午前７時以前又は午後９時以降に勤務時間を割

り振られた職員 
日額 300 円 

消火作業手当 
消火(原因調査を含む。)救助作業に従事した消

防吏員 
１件 200 円 

消防勤務手当 
休憩時間を制限され勤務に従事した消防職員 １勤務日 100 円 

又は 200 円 
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大型消防車両運転業務

手当 

火災又は救助(訓練を含む。)で出動し、大型消

防車両運転業務に従事した消防吏員 
１勤務日 200 円 

通信指令業務手当 火災の出動命令を行った消防吏員 １勤務日 200 円 

救急出動手当 
救急救命業務又は救急業務に従事した消防吏員

及び救急救命士 

１件 500 円 

又は 200 円 

潜水手当 
潜水用具を使用して潜水作業(訓練を含む。)に

従事した消防吏員 
１件 500 円 

船舶乗務手当 
船舶海技の資格を有する消防吏員が船舶乗務を

した場合(訓練を含む。) 
１勤務日 200 円 

危険手当 市営船舶にて危険物の運行に従事した職員 １回 1,500 円 

漏水作業手当 汚泥等を伴う公道面漏水の復旧に従事した職員 日額 300 円 

停水処分手当 給水の停止処分に従事した職員 １件 300 円 

 

（１０）時間外勤務手当の状況 

（平成１８年度実績） 

区 分 全職種 

支給総額 ３４４，０１１千円

支給職員１人当たりの平均支給年額 ２９４，０２５円

 

（１１）その他の主な手当 

（平成１９年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

扶養手当 

①配偶者 13,000 円 

 

②配偶者以外 1 人につき 6,000 円 

 ・扶養親族でない配偶者がある場合は、そのうち 1人について 6,500 円 

 ・配偶者がいない場合は、そのうち 1人について 11,000 円 

 ・高校生・大学生については、5,000 円加算 

同 
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住居手当 

①借家・借間 

 ○月額 23,000 円以下の家賃の場合 家賃額―12,000 円 

 ○月額 23,000 円を超え 55,000 円未満の家賃の場合 

   （家賃額―23,000 円）×1/2＋11,000 円 

 ○月額 55,000 円以上の家賃の場合 27,000 円 

 

②持家居住者 月額 3,500 円 

持家居住者

5年以内 

月額2,500円

通勤手当 

①交通機関など利用者･･･定期券等購入代金相当額・限度額 55,000 円 

            （西瀬戸自動車道利用者は別途限度額設定） 

 

②交通用具使用者 

  2～ 5km 2,000 円   5～10km 4,100 円  10～15km 6,500 円 

 15～20km 8,900 円  20～25km11,300 円  25～30km13,700 円 

30～35km16,100 円  35～40km18,500 円  40～45km20,900 円 

45～50km21,800 円  50～55km22,700 円  55～60km23,600 円 

60km 以上 24,500 円 

西瀬戸自動車道 

利用者以外は 

同じ 

管理職手当 

管理又は監督する地位にある職員に対して支給 

 

○給料月額に 100 分の 20 を超えない範囲で職責に応じた一定率を乗じた額 

(現在は、支給額の 10％減額をしています。) 

同 

管理職員特別 

勤務手当 

管理職手当を支給される職員が、臨時または緊急の必要により週休日又は休日

に勤務した場合に支給 

 

○支給に応じて 6,000 円～10,000 円/1 回の定額 

同 

宿日直手当 

職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を行った場合に支給 

 

○4,200 円/1 回 

同 

休日勤務手当 

休日等における正規の勤務時間中に勤務した職員に支給 

 

○勤務 1時間につき、1時間当たりの支給額に 100 分の 135 を乗じた額 

同 

夜間勤務手当 

正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前５時までの間に勤務する職員

に支給 

 

○勤務 1時間につき、1時間当たりの時間外勤務手当の割増率に 100 分の 25

を加算して乗じた額 

同 

地域手当 

民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して支給 

（東京都特別区内へ派遣している職員が該当） 

 

○給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める区分に応

じ、100 分の 18 以内の割合を乗じて得た額 

 

同 
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（１２）特別職の報酬等の状況 

（平成１９年４月１日現在） 

区 分 給料・報酬月額 期末手当 

市 長 

副市長 

９８４，０００円 

８０９，０００円 

６月期 １．６０月分 

１２月期 １．７５月分 

計  ３．３５月分 

議 長 

副議長 

議 員 

５８６，０００円 

５３０，０００円 

４９３，０００円 

６月期 １．６０月分 

１２月期 １．７５月分 

    計  ３．３５月分 

 

（１３）教育長の給料の状況 

（平成１９年４月１日現在） 

区 分 給料月額 期末手当 

教育長 ６７１，０００円 

６月期 １．６０月分 

１２月期 １．７５月分 

計  ３．３５月分 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

（１）勤務時間 

（平成１９年４月１日現在） 

１週間の 

勤務時間 

１日の 

勤務時間 
始業 終業 休憩時間 休息時間 

40 時間 8 時間 午前 8時 30 分 午後 5時 15 分 45 分間 
午前・午後に

各 1 回 15 分

注 業務の都合により、始業、終業が異なる場合があります。 

 

（２）週休日、休日について 

週休日 日曜日及び土曜日 

休日 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日～1 月 3 日 

注 特別の形態によって勤務する必要のある職員（消防職や図書館などの施設に勤務する職員）

については、週休日等の割振りを別に定めています。 

 

（３）休暇の種類 

（平成１９年４月１日現在） 

種 類 休暇の概要、取得の要件等 取得可能日数等 

年次有給休暇

1 の年ごとに与えられる休

暇で、職員が希望する時期

に理由を問われることなく

とることができる 

1 暦年につき 20 日 

（20 日以内の繰越があります） 

有 

給 

休 

暇 

病気休暇 
負傷又は疾病のため療養

する必要がある場合 

・公務災害、通勤災害の場合は必要と認め

られる期間 

・結核性疾患については 1 年、その他の負

傷又は疾病については 90 日を超えない

範囲内で必要と認められる期間 
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特別休暇 

結婚、出産、交通機関の事

故その他の特別の事由に

より職員が勤務しないこ

とが相当である場合 

（主な休暇） 

産前休暇：8週間以内に出産する予定の女

性職員が申し出た場合に出産の

日まで 

産後休暇：出産の日の翌日から 8週間 

忌引休暇：配偶者の場合 7 日など 

結婚休暇：連続する 7日の範囲内 

・その他、骨髄提供者になる場合や、ボラ

ンティア活動に参加する場合等に特別休

暇が付与されます。 

無

給

休

暇 

介護休暇 

負傷、疾病又は老齢によ

り、2 週間以上にわたり日

常生活を営むのに支障が

あるものの介護をする場

合 

介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、連続する 6 月の期間内において必要と

認められる期間 

 

（４）休業について 

（平成１９年４月１日現在） 

種 類 内 容 

育児休業 

職員が任命権者の承認を受けて、当該職員の３歳に満たない子を養育するため、

当該子が３歳に達する日まで、育児のために休業することができる制度です。（無

給） 

部分休業 

職員が任命権者の承認を受けて、当該職員の３歳に満たない子を養育するため、

当該子が３歳に達する日まで、１日の勤務時間の始めまたは終わりにおいて１日

を通じて２時間を越えない範囲内で、勤務しないことができる制度です。（無給）
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

（１） 分限処分の状況（平成１８年度） 

  分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、公務能率の維持を目

的としてなされる不利益処分であり、その種類は、免職、休職又は降任があります。平成１８

年度における分限処分数は１２件で、内訳は以下のとおりです。 

（単位：件） 

処分事由 免職 降任 休職 降給 合計 

勤務実績がよくない場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

心身の故障の場合 ０ ０ １２ ０ １２ 

職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、

過員を生じた場合 
０ ０ ０ ０ ０ 

刑事事件に関し、起訴された場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

注 休職処分者数には、当該年度前に処分を受け、当該年度に引き続き休職状態にある者を含

みます。 

 

（２） 懲戒処分の状況（平成１８年度） 

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における

規律と秩序を維持することを目的としてなされる不利益処分であり、その種類は、免職、停職、

減給又は戒告があります。平成１８年度における懲戒処分数は４件で、内訳は以下のとおりで

す。 

（単位：件） 

処分事由 免職 停職 減給 戒告 合計 

法令に違反した場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場

合 
０ ０ ０ １ １ 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の

あった場合 
０ ０ ０ ３ ３ 
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５ 職員の服務の状況 

 

（１） 年次有給休暇の取得状況（平成１８年） 

   平均取得日数  ７．８  日 

   （注）年次有給休暇は暦年で付与されるため、日数は H18.1.1 から H18.12.31 の間の日数

です。 

 

（２） 育児休業等の取得状況（平成１８年度） 

（単位：人） 

区 分 男性 女性 合計 

育児休業取得対象者数（18 年度新規） １７ １２ ２９ 

 うち育児休業取得者数 ０ １２ １２ 

 うち部分休業取得者数 ０ ０ ０ 

 

（３） 介護休暇の取得状況（平成１８年度） 

（単位：人） 

区 分 男性 女性 合計 

介護休暇取得者数 ０ ２ ２ 
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６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（１） 研修の状況 

（平成 18 年度実績） 

区分 内容及び派遣先 実施日数

新規採用職員研修 ８日 

採用５年目職員研修 ２日 

中堅職員（採用９年目）研修 ２日 

係長昇任者研修 ３日 

課長補佐昇任者研修 ２日 

階層別研修 

課長級昇任者研修 １日 

交通安全研修 ２日 

人権同和問題研修 ２日 

臨時事務職員研修 ３日 

市職員採用候補者採用前研修 １日 

クレーム対応力強化研修 ２日 

コーチング研修 ２日 

普通救命（ＡＥＤ）講習 ４日 

アントレブレナーシップ（企業家精神）研修 １日 

人事考課制度研修 ８日 

メンタルヘルス研修 ２日 

集合研修 

特別研修 

パソコン研修 １０日 

愛媛県研修所 

市町村アカデミー 

国際文化アカデミー 

全国建設研修センター 

自治大学校 

派遣研修 専門研修機関 

四国地方整備局 

自己啓発研修 国内自主研修、通信教育講座など 
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（２） 勤務成績の評定の状況（平成１８年度） 

 地方公務員法に基づき、職員に割り当てられた職務と責任の遂行実績を分析的に評価し、個々

の能力や適性に応じ職員を配置、昇任及び昇格させています（管理職のみ）。 

 評価方法は、他の職員との比較による相対評価ではなく、「成績（目標達成）」、「意欲・態度」

および「能力」の項目について一定の基準を設定し自分を評価（点数化）、その結果について一

次考課者、二次考課者が考課を行うという絶対（総合）評価方式をとっています。 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１） 福利厚生制度に係る負担状況 

（平成１８年度） 

区   分 金   額 

愛媛県市町村職員共済組合への負担金 １，７８０，２４７千円 

愛媛県公立学校共済組合への負担金 １９，４２６千円 

愛媛県市町村互助会への負担金 １３，２６５千円 

今治市職員福利厚生会への補助金 １６，６７７千円 

今治市消防職員福利厚生会への補助金 ２，６１３千円 

 

（２） 公務災害等の認定状況(平成１８年度) 

（単位：件） 

公務災害 通勤災害 計 

１２ ３ １５ 

 

 （３） 勤務条件に関する措置の要求の状況（平成１８年度） 

  職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市の当局により適

当な措置が執られるべきことを要求することができることとされています。 

（単位：件） 

区 分 
平成１７年度末 

係属件数 

平成１８年度中

措置要求件数 

平成１８年度中 

終結件数 

平成１９年度へ

の 

繰越件数 

給  与 ０ ０ ０ ０ 

旅  費 ０ ０ ０ ０ 

勤務時間 ０ ０ ０ ０ 

休  暇 ０ ０ ０ ０ 

執務環境 ０ ０ ０ ０ 

福利厚生 ０ ０ ０ ０ 

任  用 ０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ０ ０ ０ ０ 

計 ０ ０ ０ ０ 
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（４） 不利益処分に関する不服申立ての状況（平成１８年度） 

職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、公平委員会に

対して、不服申立てをすることができることとされています。 

（単位：件） 

区 分 
平成１７年度末

係属件数 

平成１８年度中

不服申立件数 

平成１８年度中 

終結件数 

平成１９年度へ

の 

繰越件数 

免職 ０ ０ ０ ０ 

降任 ０ ０ ０ ０ 

休職 ０ ０ ０ ０ 

分
限
処
分 

降給 ０ ０ ０ ０ 

免職 ０ ０ ０ ０ 

停職 ０ ０ ０ ０ 

減給 ０ ０ ０ ０ 

懲
戒
処
分 

戒告 ０ ０ ０ ０ 

その他 ０ ０ ０ ０ 

計 ０ ０ ０ ０ 

 

 

（５）苦情処理の状況（平成１８年度） 

 勤務条件や不服申立てに必ずしも至らないような人事管理上の職員の苦情や相談に応じるもの

です。平成１８年度に「苦情相談」は出ていません。 


